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令和８年１月 

水産庁水産物貿易対策室 

 

英国及び欧州連合向け輸出水産製品の漁獲証明書及び加工証明書の記入要領 
 

 

 

英国及び欧州連合向け輸出水産製品の漁獲証明書及び加工証明書の取扱要綱（令和８年１月９日

付け７水漁第 1443号）（以下「取扱要綱」という。）に定める漁獲証明書及び加工証明書（以下「漁

獲証明書等」という。）の記入要領を次のとおり定める。 

 

I．漁獲証明書等の記入にあたっての基本的な事項 
 

１．ＥＵの加盟国に水産製品を輸出しようとする者（第３国を経由してＥＵの加盟国に間接輸出を

しようとする者も含む。）は、日本産原料種を用いた水産製品（日本産原料種を用いて加工した

水産製品を含む。）にあっては漁獲証明書に、日本産原料種または、外国産原料種を用いて加工

した水産製品にあっては加工証明書に、それぞれ必要事項を記入して発給申請を行うものとする。 

 

２．漁獲証明書等の発給申請は、輸出される水産製品の単一積送品ごとに行う。 
 

３．漁獲証明書等の記入は、署名以外は全て英語で行う。 

 

 

Ⅱ．漁獲証明書等の記載の仕方 

 
１．漁獲証明書（取扱要綱の別紙３の（Ⅰ）の様式） 

 

（１）Document number： 
認証機関（水産庁）が記入するため、申請者は記入しないでください。 

 

（２）漁船の情報： 

当該水産製品の原料種を漁獲した漁船について、以下の情報を記入してください。複数の漁

船が含まれる場合は、それぞれ記入してください。 

 

○Fishing vessel name： 

当該漁船の船名を記入してください。 

○Flag - Home port and registration number： 

 漁船について、以下の情報を記入してください。 

・旗国名 

・漁業許可書等に記載されている母港、漁業根拠地、又は当該漁船による漁業操業を管理す

る事務所の所在地 

・当該漁船の漁船原簿の登録番号 

○Call sign： 

 当該漁船のコール・サインを記入してください。 

○IMO number or, if not applicable, other unique vessel identifier (if applicable)： 
国際海事機関（IMO）番号がある場合は記入してください。ない場合には、当該漁船に固有な

番号（ロイズ船舶協会番号または当該漁船の漁船原簿の登録番号等）を記入してください。 

  ○Fishing licence no. – Valid  until： 

当該漁船が農林水産大臣又は都道府県知事から受けている漁業許可（免許）の番号及びその

有効期限日を記入してください。 
○Fishing gear： 

漁業許可に登録されている当該漁船が使用する漁具について、別紙１を参考にして該当する

ISSCFG コードを記入してください。 
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○Mobile satellite service no Telefax no Telephone no. E-mail address (if issued)： 

以下を船にある場合は記入してください。所有していない場合には、“N/A”と記入してくだ

さい。 

・海上衛星通信番号 
・テレファクス番号 

・電話番号 

・電子メールアドレス 

 

（３）Description of product： 

当該水産製品について、以下の情報を記入してください。単一積送品の中に複数の水産製品

又は原料種が含まれている場合並びに複数漁船で漁獲された水産製品が含まれている場合は、

その全てについてそれぞれ記入してください。 

 

○Type of processing authorised on board： 

当該水産製品について、当該漁船において加工した場合は、当該水産製品の加工形態を、生

鮮（Fresh）、冷凍（Frozen）別に、ラウンド（Round）、セミドレス（SD：頭付き、エラ・ハラ抜

き）、ドレス（DR：頭・エラ・ハラ抜き）、フィレ（FL：３枚おろし、頭・エラ・ハラ・中骨・尾

びれ抜き）、その他（OT）を記入してください。「その他」の場合は、できるだけ具体的に記入し

てください。 

○Species： 
当該水産製品の学名（ラテン語名）を記入してください。魚種名にあっては別紙２を参考に

して該当する学名と FAOのコード（アルファベット三文字）を記入してください。 

○Product code： 

当該水産製品のＨＳコード（上６桁）を記入してください。 
○Catch area(s) and catch date(s) (from – to)： 

当該水産製品の原料に用いた原料種の漁獲水域について、以下の情報を記入してください。

また、漁獲水域の後に続けて、漁獲が行われた年月日を、括弧書きで記入してください。 

・FAO漁獲統計海区（別紙３の記入方法に従って記入してください。） 

・EEZまたは公海のいずれの海域で操業が行われたか 

・操業海域を管理する RFMO 

○Estimated weight to be landed in kg： 

当該水産製品が EU 域内に直接水揚げされる（他の港に水揚げされていない水産製品を EU の

港に水揚げする）場合、当該水産製品の原料種の推定原魚重量をキログラムで記入してくださ

い。EU 域内に直接水揚げしない場合は、”N/A”と記入してください。 

○Net catch weight in kg： 

当該水産製品の水揚げが、EU域外の管轄当局の立会いのもとで行われていない場合、当該水

産製品の水揚げ重量をキログラムで記入してください。EU 域内に直接水揚げする場合又は水揚

げが EU域外の管轄当局の立会いのもとで行われた場合は、”N/A”と記入してください。 

○Verified weight landed (net catch weight in kg)： 

当該水産製品の水揚げが、EU域外の管轄当局の立会いのもとで行われた場合、当該水産製品

の水揚げ重量をキログラムで記入してください。EU 域内に直接水揚げする場合または水揚げが

EU域外の管轄当局の立会いのもとで行われていない場合は、”N/A”と記入してください。 

 

（４）References to applicable conservation and management measures： 

当該水産製品の原料種に適用されない保存管理措置の項目について、削除してください。例

示された以外の措置が実施されている場合には、新しく項目を作り、記入してください。 

 

（５）Name of master of fishing vessel or of fishing licence holder - Signature： 
当該水産製品の原料種を漁獲した漁船の船長（又は漁船所有（運航）会社の代表者）につい

て、漁船の船長（又は漁船所有（運航）会社の代表者）の氏名を記入してください。また、漁船

の船長（又は漁船所有（運航）会社の代表者）が署名してください。代筆は不可とします。 

 

（６）Declaration of transhipment at sea： 
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当該水産製品について、洋上転載の実績がある場合は、以下の該当箇所に記入してください。

洋上転載の実績がない場合は、以下の記入は必要ありません。 

 

○Name of master of fishing vessel： 

洋上転載元の漁船の船長（又は漁船所有（運航）会社の代表者）の氏名を記入してください。 

○Signature and date： 

洋上転載元の漁船の船長（又は漁船所有（運航）会社の代表者）が署名を行い、署名をした年

月日を記入してください。代筆は不可とします。 

○Transhipment date/area/position： 
洋上転載を行った年月日、水域、位置（緯度・経度）を記入してください。 

○Estimated weight (kg)： 
洋上転載を行った水産製品の推定重量をキログラムで記入してください。 

○Master of receiving vessel： 
 洋上転載を受けた船舶の船長（又は船舶所有（運航）会社の代表者）の氏名を記入してくださ

い。 
○Signature： 
洋上転載を受けた船舶の船長（又は船舶所有（運航）会社の代表者）が署名を行ってくださ

い。代筆は不可とします。 
○Vessel name： 
 洋上転載を受けた船舶の船名を記入してください。 
○Call sign： 
 洋上転載を受けた船舶のコール・サインを記入してください。 
○IMO number or, if not applicable, other unique vessel identifier (if applicable)： 
 転載を受けた船舶が国際海事機関（IMO）を所有している場合は記入してください。所有して

いない場合には、当該漁船に固有な番号（ロイズ船舶協会番号または当該漁船の漁船原簿の登

録番号等）を記入してください。 

 

（７）Transhipment and/or landing authorisation within a port area： 
当該水産製品について、EU 域外の港湾区域内において転載または水揚げの実績がある場合に

は、以下の該当箇所に記入してください。転載の実績がない場合には、以下の記入は必要あり

ません。 
 
○Name： 
転載または水揚げが行われた港湾の管理当局の担当者の名前を記入してください。 

○Authority： 
転載または水揚げが行われた港湾の管理当局の名称を記入してください。 

○Signature： 
申請者は記入しないでください。 

○Address： 
転載または水揚げが行われた港湾の管理当局の住所を記入してください。 

○Telephone： 
 転載または水揚げが行われた港湾の管理当局の電話番号を記入してください。 
○Port of landing (as appropriate)： 
 水揚げが行われた港湾の名前を記入してください。 
○Date of landing (as appropriate)： 
 水揚げが行われた日付を記入してください。 
○Seal (stamp)： 
 申請者は記入しないでください。 
○Port of transhipment (as appropriate)： 
 転載が行われた港湾の名前を記入してください。 
○Date of transhipment (as appropriate)： 
 転載が行われた日付を記入してください。 
○Name and registration number of receiving vessel： 
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 転載を受けた船舶の名前とコール・サインを記入してください。 
○IMO number or, if not applicable, other unique vessel identifier (if applicable) of receiving vessel： 
 転載を受けた船舶が国際海事機関（IMO）を所有している場合は記入してください。所有して

いない場合には、当該漁船に固有な番号（ロイズ船舶協会番号または当該漁船の漁船原簿の登

録番号等）を記入してください。 

○Seal (stamp)： 

 申請者は記入しないでください。 
 

（８）輸出者の署名捺印： 

当該水産製品を輸出する者について、以下の情報を記入してください。 

 

○Name and address of exporter： 
輸出者（民間団体にあっては当該団体及び代表者）の氏名・名称及び住所を記入してくださ

い。 

○Signature： 

輸出者の代表者が署名してください。代筆は不可とします。 
○Date： 

署名した日付を記入してください。 

○Seal： 

輸出者の印鑑（民間団体にあってはその機関印）を捺印してください。 

 

（９）Flag State authority validation： 
認証機関（水産庁）が記入するため、申請者は記入しないでください。 

 

（１０）Transport details: See Appendix： 
 付表の様式に別途記入してください。 

 

（１１）Importer declaration： 
 ＥＵの輸入者が記入するため、申請者は記入しないでください。 

 

（１２）Import control: Authority： 
 ＥＵ当局が記入するため、申請者は記入しないでください。 

 

（１３）Refusal of catch certificate： 
 ＥＵ当局が記入するため、申請者は記入しないでください。 

 

 

２．漁獲証明書の欧州共同体再輸出証明書（取扱要綱の別紙３の（Ⅱ）の様式） 
ＥＵ関係者が記入するため、申請者は記入しないでください。 

 

 

３．Appendix Transport details (1（取扱要綱の別紙３の付表） 

当該水産製品がＥＵに始めに輸送された地点からＥＵに到着するまでの輸送の詳細を記入し

て下さい。ただし、第３国を経由してＥＵに輸送される場合には、当該第３国までの輸送の詳細

を記入して下さい。 

 

（１） 

○Country of exportation： 
当該水産製品が、始めにＥＵに向けて輸送された地点の国名を記入してください。（記入例：

日本漁船が南アフリカのケープタウンにおいて水揚げして、直接、当該水産製品をＥＵに輸出

する場合には、輸出国名を「南アフリカ」と記入して下さい。） 
○Port/airport/other point of departure： 
当該水産製品を発送した港、海域、空港、その他の地について記入してください。「その他の
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地」については具体的に記入してください。 
○Vessel name and flag： 

当該水産製品の輸送に海路を使用した場合は、その船舶の船名及び船籍を記入してください。

複数の船を使用した場合は、全てについて記入してください。 
○Flight number/ airway bill number： 

当該水産製品の輸送に空路を使用した場合は、その航空便名及び航空貨物運送状に記載され

た番号を記入してください。乗継等複数の航空機を使用した場合は、全てについて順に記入し

てください。 
○Truck nationality and registration number： 
当該水産製品の輸送に陸路（車両）を使用した場合は、その運送トラック又は車両が登録さ

れている国名及び車体登録番号を記入してください。複数の車両を使用した場合は、全てにつ

いて記入してください。 
○Railway bill number： 

当該水産製品の輸送に陸路（鉄道）を使用した場合は、その鉄道貨物の運送状番号を記入し

てください。複数の鉄道を使用した場合は、全てについて記入してください。 
○Freight bill number： 

運賃請求書がある場合には、運賃請求書の番号を記入してください。複数の書類がある場合

は、全てについて記入してください。 
○Other transport documents： 
当該水産製品の輸送に上記以外の輸送方法を使用した場合は、その運送に係る書類について

番号、手段等を記入してください。 

 

（２） 

○Container number(s)： 

 輸出に用いたコンテナ番号を記入してください。また、そのリストの写しを添付してくださ

い。該当しない場合は、“N/A”と記入してください。 

○Name： 
輸出者（民間団体にあっては当該団体及び代表者）の氏名・名称を記入してください。 

○Address： 
輸出者（民間団体にあっては当該団体及び代表者）の住所を記入してください。 

○Exporter signature： 
輸出者の代表者が署名してください。代筆は不可とします。 
 

 （３） 
  ○Point of destination： 
   輸出仕向け地の名前を記入してください。 
 

４．簡易漁獲証明書（取扱要綱の別紙５の様式） 

簡易漁獲証明書（小規模漁船用）の記入に当たっては、１～３の記載方法に準じてください。

なお、（Ⅰ）の様式の「４．漁船の情報」においては、単一積送品の中に複数の漁船が採捕した水

産製品の原料種が含まれている場合は複数の漁船を記載することが可能です。ただし、その場合

には当該漁船ごとにそれぞれについて全て分けて記入してください。 

 

５．加工証明書（取扱要綱の別紙７の様式） 

 

（１）DOCUMENT NUMBER： 
認証機関（水産庁）が記入するため、申請者は記入しないでください。 

 

（２）I confirm that the processed fishery products： 
加工施設責任者は、加工証明書の前書きにおいて、当該加工水産製品が様式「２． 

漁獲証明書」に記載された原料種を用いて製造された加工水産製品であることを確認した旨

を、原料種及び加工水産製品のＣＮコード及びその description を用いて明記する必要があ
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ります。 

加工証明書の前書きにある「I confirm that the processed fishery products:」に続けて、当該加

工水産製品のＣＮコードとその description を、「have been obtained from catches under the 
following catch certificate (s):」に続けて、当該加工水産製品の原料種のＣＮコードとその

descriptionを記入してください。 
   ※ＣＮ：関税統計分類及び共通関税に関する 1987 年 7月 23日の理事会規則 

(ECC)No2658/87 で制定せれた「合同関税品目分類表(Combined Nomenclature)」 
 

（３）漁獲証明書、先行する加工証明書 
当該加工水産製品の原料種を漁獲した漁船の旗国によって認証された漁獲証明書について、

以下の情報を漁獲証明書から転記してください。旗国によって認証された漁獲証明書が複数あ

る場合は、その全てについて記入してください。また、国内で漁獲された水産製品については、

申請中の漁獲証明書と相関するように記入してください。なお、当該加工水産製品について、

複数段階の加工がある場合、前段階の加工について先行する加工証明書から転記してください。 

 

○Catch certificate number： 

当該加工水産製品の原料種を漁獲した漁船の旗国によって認証された漁獲証明書の番号を記

入してください。また、国内で漁獲された水産製品については、申請中の漁獲証明書に採番さ

れた証明書番号を記入してください。 

○Vessel name(s) and flag(s)： 
当該漁獲証明書に記載のある漁船の船名及びその旗国名を記入してください。 

○Validation date(s)： 
当該漁獲証明書が、漁船の旗国によって認証された日付を記入してください。 

○Catch description： 
当該漁獲証明書によって認証された漁獲物について、原料種名（加工水産製品にあっては製

品形態についても具体的に記入）、旗国の水産製品コード（HS6桁以上）、漁獲水域及び漁獲年月

日、推定原魚重量等を記入してください。 

○Total landed weight (kg)： 

 当該漁獲証明書の Box 3に記入されている水揚げ重量をキログラムで記入してください。 

○Catch processed (kg) 
当該加工水産製品に用いられた原料種の重量についてキログラムで記入してください。複数

の原料種が使用されている場合は、それぞれ記入してください。 
○Input from the previous PS** (kg) 

先行する加工証明書に書かれた加工水産製品の重量のうち、当該加工で使用された重量をキ

ログラムで記入してください。複数の原料種が使用されている場合は、それぞれ記入してくだ

さい。加工証明書が複数ある場合は、それぞれ記入してください。 
○Previous PS document number 

先行する加工証明書の番号を記入してください。加工証明書が複数ある場合は、それぞれ記

入してください。 
○Processed fishery product (kg) 
加工水産製品の重量をキログラムで記入してください。 

 
（４）Name and address of the processing plant 

当該加工水産製品の加工を行った施設について、施設の名称及び住所を記入してください。 
 

（５）Name and address of the exporter (if different from the processing plant)： 
加工施設と輸出者（民間団体にあっては当該団体及びその代表者）が異なる場合は、輸出者

の氏名・名称及び住所を記入してください。 
 

（６）Approval number of the processing plant： 
 当該加工施設が、「対ＥＵ輸出水産食品の取扱要綱」（平成 21年 6月 4日付け食安発第 0603001

号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知、21消安第 2148 号農林水産省消費・安全局長通知、

21 水漁第 175 号水産庁長官通知）に基づき、都道府県等衛生部局の施設認定書に記載された認

定番号を記入してください。複数施設を記入した場合は、その全てについて記入してください。 
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（７）Health certificate number and date： 
 当該加工水産製品の輸出にあたって、都道府県等衛生部局により発行された衛生証明書の番

号及び発行の日付を記入してください。 

（※漁獲証明書の水産庁への発給申請の時点で衛生証明書の申請中である場合は、空欄とし、

その旨を水産庁担当者にお知らせください。） 

 
（８）加工施設責任者の署名捺印： 

当該貨物を加工した施設の責任者について、以下の情報を記入してください。 

 

○Responsible person of the processing plant： 
施設責任者（民間団体にあっては当該団体及びその代表者）の氏名・名称を記入してくださ

い。 
○Signature： 
施設責任者が署名してください。代筆は不可とします。 

○Date： 
署名した日付を記入してください。 

○Place： 
施設責任者（民間団体にあっては当該団体及びその代表者）の住所を記入してください。 

 

 
（９）Endorsement by the competent authority： 

認証機関（水産庁）が記入するため、申請者は記入しないでください。 
 

 

Ⅲ．漁獲証明書等の記入例 

 
記入者の参考用に漁獲証明書等の記入例を別紙４のとおり添付します。 
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（別紙１） 

 

漁業種類名の記入について 

漁獲証明書様式（取扱要領の別紙３(Ⅰ)の様式）又は簡易漁獲証明書様式（取扱要領

の別紙５（Ⅰ）の様式）に漁業許可（免許）の名称を記入するにあたっては、以下の表

の英語表記を参考にして下さい。 

 

漁法 英名 ISSCFGコード 

まき網 Surrounding nets 01 

まき網 Purse seines 01.1 

環のないまき網 Surrounding nets without purse lines 01.2 

その他 Surrounding nets (nei) 01.9 

ひき網 Seine nets 02 

地びき網 Beach seines 02.1 

船びき網 Boat seine 02.2 

その他 Boat seine fishery 02.9 

トロール網 Trawls 03 

ビームトロール Beam trawls 03.11 

１そうびきオッタートロール Single boat bottom otter trawls 03.12 

１そうびきオッタートロール 
(２枚の網をひくもの) 

Twin bottom otter trawls 03.13 

1そうびきオッタートロール 
  (３枚以上の網をひくもの) 

Multiple bottom otter trawls 03.14 

２そうびきオッタートロール Bottom pair trawls 03.15 

その他の底びき網 Bottom trawls (nei) 03.19 

１そうびき中層びきオッタートロール Single boat midwater otter trawls 03.21 

２そうびき中層びきオッタートロール Midwater pair otter trawls 03.22 

その他の中層びきトロール Midwater trawls (nei) 03.29 

離底トロール Semipelagic trawls 03.3 

その他 Trawls (nei) 03.9 

桁網など Dredges 04 

貝桁網 Towed dredges 04.1 

手掘り Hand dredges 04.2 

漁具にポンプなどの機能が付く場合 Mechanized dredges 04.3 

その他 Dredges (nei) 04.9 

敷き網 Lift nets 05 

四手網 Portable lift nets 05.1 

棒受網、浮敷網 Bort-operated lift nets 05.2 

定置敷き網 Shore-operated stationary lift nets 05.3 

その他 Lift nets (nei) 05.9 

投網など Falling gear 06 

投網 Cast nets 06.1 

かぶせ網/提灯網 Cover pots/Lantern nets 06.2 

その他 Falling gear (nei) 06.9 
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漁法 英名 ISSCFGコード 

刺し網など Gillnet and entangling net 07 

固定式刺網 Set gillnets (anchored) 07.1 

流し刺網 Drift gillnets 07.2 

囲い刺網 Encircling gillnets 07.3 

浮き刺網 Fixed gillnets (on stakes) 07.4 

三枚網 Trammel nets 07.5 

その他 Gillnet and entangling net (nei) 07.9 

定置網など Traps 08 

定置網 Stationary uncovered pound nets 08.1 

かご Pots 08.2 

底層定置網、張り網など Fyke nets 08.3 

あんこう網 Stow nets 08.4 

簀建て、建干網など Barriers, fences, weirs, etc. 08.5 

その他 Traps (nei) 08.9 

はえ縄、釣り Hooks and lines 09 

一本釣り Handlines and hand-operated pole-and-lines 09.1 

機械式一本釣り Mechanized lines and pole-and-lines 09.2 

固定式はえ縄 Set longlines 09.3 

浮きはえ縄 Drifting longlines 09.4 

はえ縄（その他） Longlines (nei) 09.5 

釣り Vertical lines 09.6 

ひき縄釣り Trolling lines 09.7 

その他 Hooks and lines (nei) 09.9 

多様な漁具 Miscellanious gears 10 

銛 Harpoons 10.1 

手用具（トング、捩具など） Hand Implements  
(Wrenching gear, Clamps, Tongs, Rakes, 
Spears) 

10.2 

フィッシュポンプ Pumps 10.3 

電気漁 Electric fishing 10.4 

追い叉手網 Pushnets 10.5 

手網、抄い網 Scoopnets 10.6 

追い込み網 Drive-in nets 10.7 

素潜り Diving 10.8 

その他 Gear (nei) 10.9 

不明な漁具 Gear not known 99.9 
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（別紙２） 

 

魚種名の記入について 

漁獲証明書様式（取扱要領の別紙３（Ⅰ）の様式）又は簡易漁獲証明書様式（取扱要

領の別紙５（Ⅰ）の様式）及び加工証明書（取扱要領の別紙７の様式）への魚種名の記

入にあたっては、以下の表を参考にして下さい。ここにない種については、水産庁にご

相談ください。 
 

魚種和名 学名（ラテン語名） Alphaコード (FAO) 
ヨシキリザメ 

マイワシ 

カタクチイワシ 

マアナゴ 

サンマ 

アカマンボウ 

シイラ 

エビスシイラ 

シマガツオ（大西洋） 

シマガツオ（太平洋） 

クロマグロ 

大西洋クロマグロ 

ミナミマグロ 

コシナガマグロ 

メバチマグロ 

キハダマグロ 

ビンナガマグロ 

カツオ 

マサバ 

カマスサワラ 

ウロコマグロ 

Prionace glauca 

Sardinops melanostictus 

Engraulis japonicus 

Conger myriaster 

Cololabis saira 

 Lampris spp. 

Coryphaena hippurus 

Coryphaena equisetis 

Brama brama 

Brama japonica 

Thunnus thynnus 

Thunnus atlanticus 

Thunnus maccoyi 

Thunnus tonggol 

Thunnus obesus 

Thunnus albacares 

Thunnus alalunga 

Katsuwonus pelamis 

Scomber japonicus 

Acanthocybium solandri 

Gasterochisma melampus  

BSH 

JNX 

JAN 

ELS 

SAP 

 LAP 

DOL 

CFW 

DOL 

BPQ 

BFT 

BLF 

SBF 

LOT 

BET 

YFT 

ALB 

SKJ 

MAS 

WAH 

BUK 
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魚種和名 学名（ラテン語名） Alphaコード (FAO) 
マカジキ 

ニシマカジキ 

クロカジキ 

ニシクロカジキ 

バショウカジキ 

ニシバショウカジキ 

フウライカジキ（スギヤマ） 

クチナガフウライ(スギヤマ) 

メカジキ 

タチウオ 

アブラソコムツ 

バラムツ 

クエ 

アカムツ 

イサキ 

マダイ 

キダイ 

アカアマダイ 

ヒラメ 

ケンサキイカ 

アオリイカ 

コウイカ 

キタムラサキウニ 

Kajikia audax 

Kajikia albida 

Makaira Mazara 

Makaira nigricans 

Istiophorus platypterus 

Istiophorus albicans 

Tetrapturus angustirostris 

Tetrapturus pfluegeri 

Xiphias gladius 

Trichiurus spp. 

Lepidocybium flavobrunneum 

Ruvettus pretiosus 

Epinephelus bruneus 

Doederleinia berycoides 

Parapristipoma trilineatum 

Pagrus major 

Dentex tumifrons 

Branchiostegus japonicus 

Paralichthys olivaceus 

Uroteuthis (Photololigo) edulis 

Sepioteuthis lessoniana 

Sepia esculenta 

Mesocentrotus nudus 

MLS 

WHM 

BLZ 

BUM 

SFA 

SAI 

SSP 

SPF 

SWO 

TCW 

LEC 

OIL 

EFE 

OEB 

HTR 

REV 

DTT 

TIH 

BAH 

OJE 

UHL 

EJK 

UYN 
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（別紙３） 

 

漁獲水域の記入方法について 

 

漁獲証明書様式（取扱要綱の別紙３ (I)の様式）又は簡易漁獲証明書様式（取扱要綱

の別紙５（I）の様式）への漁獲水域の記載にあたっては、以下の（１）～（３）に従

う。ものとする。 

（１）以下の「FAO 漁獲統計海区」（FAO Fishing Area）の水域に該当する番号を 3 桁

で記入。 

（（例）北西太平洋：FAO 061） 

● 「FAO 漁獲統計海区」（FAO Fishing Area） 

（２）漁獲した水域が公海（High Sea）か排他的経済水域内（EEZ）なのか記入してくだ

さい。両方の海域で漁獲された場合には、両方記入してください。 

（（例）公海及び排他的経済水域：High sea and EEZ） 

 

（３）以下の該当する「地域漁業管理機関」（Regional Fisheries Management Organization）

の略称を記入。 

まぐろ・かつお類を管理する地域漁業管理機関 
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その他の魚種を管理する地域漁業管理機関

 

※地図は令和６年度水産白書より抜粋 
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＜漁獲証明書等の英語記入例＞ 

海外で漁獲したものを、転載後、日本で水揚げし、フィレに加工して輸出する場合 
 船名：第八貿易丸 

 旗国：日本 

 根拠港：静岡県焼津市 

 漁船原簿の登録番号：TK-002 

 コール・サイン：DDEE 

 IMO番号：1234567 

 漁業許可 

種類：かつお・まぐろ漁業（はえ縄） （ISSCFGコード：09.32） 

番号：No.2000 

期限：~2030/12/31 

 海上衛星通信番号その他の情報 

海上衛星通信番号: 55555 

Fax番号: 77777 

電話番号: 6666 

メールアドレス: 88888@99999 

 船の上での加工：冷凍、エラ・ハラ抜き 

 漁業制限：隻数、トン数、漁獲量、漁獲努力量、漁具、漁獲海域 

 水産製品：キハダマグロ 

 漁獲海域：南大西洋の公海（FAO47） 

 操業期間：2026 年 1 月 1 日～2026 年 1 月 15 日 

 漁獲量：100 トン（水揚げは、焼津にて当局の立ち合いがない状況下で実施されている） 

 船長：水産太郎 

 港内転載 

 B国内のA港内で2026.1.20転載（当局担当者：Tom BROWN） 

 転載を受けた漁船：転載丸 

漁船登録番号：AN-31 

IMO番号：2345678 

 加工された原料種の重量：60 トン 
 輸出者 
 名称：株式会社輸出 

 住所：東京都千代田区丸の内１－１－１ 

 代表者：輸出次郎 

 輸送に使う船 
 VICTORIA （船籍：パナマ） 東京発 ロンドン行 

コンテナ番号：AAA222222 
 製品加工形態：冷凍フィレ（10 トン） 

 CNコード：030487 

 加工施設 

 ・K工場 X県Y市Z 111-22 

 ・責任者：加工 三郎 

 施設認定番号 666666 

 衛生証明書番号 HYO21-P0001  
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 (i) EUROPEAN UNION CATCH CERTIFICATE  
Document number 
 
JCC2026-FAJ01 

Validating Authority  
Fisheries Agency 
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries  

1. Name  
Fisheries Agency 
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries  

Address 
1-2-1 Kasumigaseki,  
Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8907 
JAPAN  

Telephone 
+81-3-6744-1867 
Fax 
+81-3-3508-1357 

2. Fishing vessel name 
 
BOUEKI MARU No. 8 

Flag - home port and registration 
number 
 
Japan-Kesennuma, MIYAGI 
TK-002 

Call sign 
 
DDEE 

IMO number or, 
if not applicable, 
other unique 
vessel identifier 
(if applicable)  
1234567 

Fishing licence no. – Valid  until 
No. 2000 – 2030/12/31 

Mobile satellite service no Telefax no Telephone 
no. E-mail address (if issued) 
 
Mobile satellite service number: 55555 
Fax number: 77777 
Telephone number: 6666 
E-mail address: 88888@99999 

Fishing gear (1) Drifting longlines 09.4 

3. Description of product Type of processing authorised on 
board 
 
 
Frozen SD 

4. References to applicable conservation and 
management measures 
・Vessel number limit  
・Vessel tonnage limit  
・Fishing gear restrictions 
・Catch limit  
・Catch effort limit 
・Closed season 
・Closed area 

Species Product code 
Catch area(s) and 

catch date(s) 
(from – to) (2) 

Estimated 
weight to be 
landed in kg  

Net catch 
weight in kg 

Verified weight 
landed (net catch 
weight in kg) (3)  

Thunnus albacares 
YFT 030487 

FAO47 
High Sea 
ICCAT 

01.JAN.2026 
– 

15.JAN.2026 

N/A 60,000 N/A 

5. Name of master of fishing vessel or of fishing licence holder – Signature 
 

Taro SUISAN  (署名) 

6. Declaration of transhipment 
at sea 
Name of master of fishing vessel 

Signature and date Transhipment 
date/area/position 

Estimated 
weight (kg) 
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Master of receiving vessel Signature Vessel 
name 

Call sign IMO number 
 or, if not 
applicable, other 
unique vessel 
identifier (if 
applicable) 

7. Transhipment and/or landing authorisation within a port area: 
Name 
 
Tom BROWN 

Authority 
 
Authority of 
A port 

S
i
g
n
a
t
u
r
e 

Address 
 
 
12, A-City,  
B 

Telephone 
 
5555555 

Port of 
landing 
(as 
appropri
ate) 

Date of 
landing 
(as 
appropri
ate)   

Seal (stamp) 

Port of 
tranship
ment (as 
appropri
ate) 
 
A Port 

Date of 
tranship
ment (as 
appropri
ate)   
 
20.JAN. 
2026 

Name and 
registration 
number of 
receiving 
vessel 
 
TENSAI 
MARU 
 
AN-31 

Seal 
(stam
p) 

IMO 
number or, 
if not 
applicable, 
other unique 
vessel 
identifier (if 
applicable) 
of receiving 
vessel 
 
2345678 

8. Name and address of exporter 
Jiro YUSYUTU 
YUSYUTU CO., 
1-1-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, 
Tokyo, JAPAN 
 

Signature 
 

(署名) 

Date 
 
30.JAN.2025 

Seal 
 

(印) 

9. Flag State authority validation: 

Name/Title Signature Date  
 
 
04. FEB. 2025 

Seal (stamp) 

10. Transport details: See Appendix   
11. Importer declaration: 
Company, name, address, EORI (4) number 
and contact details of importer (specify details) 

Signature Date Seal 
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Company, name, address, EORI (4) number 
and contact details of representative of the 
importer (specify details) 

Signature Date Seal 

Product description CN code  Net 
weight in 
kg 

Net fishery product weight 
in kg 
 

Document under Article 14(1) of Regulation 
(EC) No 1005/2008 

Yes / no (as 
appropriate) 

References 

Document under Article 14(2) of Regulation 
(EC) No 1005/2008: 

Yes / no (as 
appropriate) 

References (Processing statement document 
number(s)): 

Member State and office of import  
Means of transport upon arrival (airplane, 
vehicle, ship, train) 
 

Transport document 
reference 

Estimated time of arrival (if 
submission under Article 12(1) of 
Regulation (EC) No 1005/2008) 
 
 

Customs declaration number (if issued) 
 
 

CHED (5) number (if 
available) 

 

12. Import control: Authority Place Importation 
authorised(6) 

Importation 
suspended(6) 

Verification 
requested - 
date 

    

13. Refusal of catch certificate  Catch certificate refused on the basis of the following 
provision of Regulation (EC) No 1005/2008: 
 

(6) 

Article 18 (1), point (a)      
Article 18 (1), point (b)        
Article 18 (1), point (c)        
Article 18 (1), point (d)        
Article 18 (1), point (e)   
Article 18 (1), point (f)  
Article 18 (1), point (g)        
Article 18 (2), point (a)   
Article 18 (2), point (b)   
Article 18 (2), point (c)  
Article 18 (2), point (d)  

 
 

(1) Code to be used in accordance with International standard statistical classification of fishing gear. 

(2) Catch area:  

- FAO area(s);  

- exclusive economic zone(s) and/or high seas; and 

- relevant regional fisheries management convention area(s). 

(3) To be filled in only if verified in the context of an official inspection. 

(4) Economic Operators Registration and Identification. 

(5) Common Health Entry Document. 

(6) Tick as appropriate. 
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 (*) Tick as appropriate 

  

  
(ii) EUROPEAN UNION RE-EXPORT CERTIFICATE 

Certificate number Date  Member State 
1. Description of re-exported product  Weight (kg)  

Species Product code Balance from total quantity declared in 
the catch certificate  

2. Name of re-exporter Address Signature  Date 

3. Authority 

Name/Title  
 

Signature Date Seal/Stamp 

4. Re-export control 

Place Re-export authorised(*) Verification requested(*) Re-export declaration 
number and date 
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Appendix 

Transport details (1) 

 

(1) In case of use of multiple modes of transport or multiple shipments, the information 
related to the transport has to be provided for each mode of transport used for each shipment. 
(2) Contract for the International Carriage of Goods by Road  

1. Country of exportation 
Port/airport/other  point of departure 
JAPAN 
Tokyo Port 

2. Exporter signature 
 

3. Point of destination 
 
UK 

Vessel name and flag 
VICTORIA/Panama 
Flight number/ airway bill number 

Truck nationality and registration number 
Railway bill number 
Freight bill number 
Other transport documents (e.g. bill of 
lading, CMR(2), air waybill) 

Container 
number(s)  
AAA222222 

 
list attached 
 

Name 
Jiro 
YUSYUTU 
 
YUSYUTU 
CO. 

Address 
1-1-1 
Marunouchi, 

Chiyoda-ku, 
JAPAN 
 

Signature 

(署名) 
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PROCESSING STATEMENT 
 

DOCUMENT NUMBER* -       
JPC2025-FAJ01 
I confirm that the processed fishery products: Frozen Yellowfin tuna Fillet and CN030487 (product 
description and Combined Nomenclature code) have been obtained from catches under the following catch 
certificate(s): 

Catch 
certificate 
number 

Vessel 
name(s) 
and 
flag(s) 

Validation 
date(s) 

Catch 
description 

Total 
landed 
weight 
(kg) 

Catch 
processed (kg) 

Processed 
fishery 
product (kg) 

JCC2026-
FAJ01 

BOUEKI 
MARU 
No. 8 
JAPAN 

04. FEB. 2025 Thunnus 
albacares 
030487 
FAO47 

High sea 
ICCAT 

01.JAN.2026 
– 

15.JAN.2026 

60,000 60,000 10,000 

Name and address of the processing plant: 
Plant K    111-22 Z, Y-shi, X-ken 
Name and address of the exporter (if different from the processing plant): 
Jiro YUSYUTU 
YUSYUTU CO., 
1-1-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 
Approval number of the processing plant: 
666666 

Health certificate number and date: 
HYO21-P0001, 29. JAN. 2026 
Responsible person of the 
processing plant 
Saburo KAKO 
Plant K 

Signature: 

(署名) 

Date: Place: 

111-22 Z, Y-shi, X-ken 

Endorsement by the competent authority 
Fisheries Agency 
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries 
Official: Signature and seal: Date: 

 
04. FEB. 2025 

Place: 
1-2-1 Kasumigaseki,  
Chiyoda-ku, Tokyo,  
100-8907 JAPAN 
 

 
 
*Insert document number  
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